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（１）ねらい 

①急激に変化する社会情勢に対応しながら、公民館活動の充実発展に寄与でき

る公運審となるように努める。 

②社会教育を取り巻く情勢の変化を的確に把握し、市民の多様化するニーズや

現代的な課題に対応するため、新たな発想での社会教育サービスやこれから

の公民館事業の在り方を探る。 

③県公民館連合会との連携を図り、各種研修会への積極的参加と情報交換等を

通して、資質の向上に努める。 

（２）概要 

本市では、旧社会教育法第２９条第１項「公民館に公民館運営審議会を置く。

但し、２以上の公民館を設置する市町村においては、条例の定めるところによ

り、当該２以上の公民館について一つの公民館運営審議会を置くことができる」

を適用し、昭和３０年に公民館運営審議会が設置された。平成１２年４月１日

施行の改正された社会教育法の第２９条では「公民館に公民館運営審議会を置

くことができる」となり、必置から任意設置になったわけであるが、本市では

条例改正を行い、公民館運営審議会を存続させている。（条例第 7条） 

また、社会教育法第３０条及び前橋市公民館条例第７条～９条により、学校

教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識

経験のある者の中から現在１５人を教育委員会が委嘱している。なお、前橋市

公民館条例の改正により、平成８年度より委員の任期を２年、平成１２年度よ

り委員の定数が２０人以下となった。 

公民館運営審議会の任務は、社会教育法第２９条２項により「館長の諮問に

応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議する」としている。 

（３）内容 

前橋市公民館運営審議会 

回 月日・時間 内容 参加数 

１ 
7/29（土） 
9:00～11:15 

（1）公民館事業視察 
  清里公民館 枝豆収穫祭 
（2）「地域と学校を結ぶ公民館」について 

①清里まちづくり協議会からの報告  
②清里公民館からの報告 
③意見交換 

9 

公民館運営審議会・委員名簿 
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２ 
12/9（土） 
11:00-12:00 

（1）公民館事業視察 
  「子どもを明るく育てる活動 元総社地区活動」 
（2）「地域と学校を結ぶ公民館」について 

①意見交換・質問 
②次回審議会について 

9 

３ 
3/6（水） 
14:00-15:00 

「地域と学校を結ぶ公民館」への答申書（案）について  9 

 

研修会等 

回 月日・時間 内容 参加数 

１ 
5/26（金） 
13:00-15:00 

群馬県公民館連合会総会及び研修会 
会場：桐生市中央公民館 ホール 

2 

２ 
10/26（木） 
13:15～16:00 

西部ブロック公民館研究集会 
会場：高崎市文化会館 

2 

３ 
11/22（水） 
13:30-16:00 

第３８回群馬県公民館研究集会兼公運審部会研修会兼 
北部ブロック公民館研修会 
会場：吉岡町文化センター ホール 

4 

４ 
1/25(木) 
13:30-15:00 

東部ブロック公民館研究集会 
会場：人材派遣ワイズコーポレーション 

境総合文化センター 
3 

 

令和５年度前橋市公民館運営審議会委員名簿 

No  氏名 団体等 備考 

１ 学 
校 
教 
育 

一 場 喜久雄 前橋市小学校校長会 
 

２ 阿久澤 正 彦 前橋市中学校校長会 
 

３ 

社 
会 
教 
育 
 

持 田 みね子 前橋市生涯学習奨励員連絡協議会 副委員長 

４ 須 藤 英 雄 前橋ユネスコ協会 
 

５ 髙 橋   博 東公民館運営推進委員会 
 

６ 高 橋 海 成 特定非営利活動法人Next Generation  

７ 廣 川 桂一郎 ＮＰＯ法人教育支援協会北関東  

８ 家 
庭 
教 
育 

屋 内 和 子 前橋ボランティア連絡会  

９ 青 木 裕 子 前橋市読み聞かせグループ連絡協議会  

10 学 
識 
経 
験 
者 

佐 藤 髙 司 共愛学園前橋国際大学  

11 田 口 敦 彦 群馬医療福祉大学  

12 森 谷   健 群馬大学 委員長 
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（４）評価と反省 

令和４年度、令和５年度は「地域と学校を結ぶ公民館」の諮問について審議

を重ねた。２年かけて審議を重ね、令和５年度第３回審議会終了後に答申書が

提出された。 


